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令和５年門審第２９号 

裁    決 

貨物船Ａ桟橋衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 二級海技士（航海） 

   

 本件について、当海難審判所は、理事官髙橋寿則出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年６月５日１５時２２分半僅か過ぎ 

 福岡県苅田港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 １２,３７９トン 

  全   長 １５７.９３メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ５,３７０キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、バウスラスター２基及びベクツインラダーを備えた船首船橋

型鋼製貨物船で、船首端から船橋前面までの距離が約５４メートルの

船橋内には、中央に操舵スタンドが、その両側にレーダー及び電子海

図情報表示装置各１台が、右舷側電子海図情報表示装置右側に機関遠

隔操縦装置が備えられ、船橋に接続した両ウイングには、ジョイステ

ィック操船装置、バウスラスター操作盤及び電子海図システムが設置

され、ａ受審人ほか１１人が乗り組み、セメント７１８トンを積載し、

船首４.２５メートル船尾６.０７メートルの喫水をもって、令和４年

６月５日１３時４０分山口県宇部港を発し、苅田港に向かった。 

ところで、苅田港西部には、複数の工場が立地し、各工場前面には

専用桟橋が築造されており、Ａの着桟予定桟橋（以下「着桟桟橋」と

いう。）の北西方約１８０メートルの位置に、セメント工場専用桟橋

が隣接しており、平素、ａ受審人は、同桟橋を通過した後、着桟桟橋

に平行となり、同桟橋までの距離が８０メートルとなる位置からバウ

スラスター及びベクツインラダーによる横移動により着桟していた。 

ａ受審人は、三等航海士を補佐に、機関長を機関操作に、甲板員を

操舵にそれぞれ当たらせて船橋当直に就き、レーダー、電子海図情報

表示装置及び電子海図システムを作動させて周防灘を西行し、１４時

４５分機関用意と同時に入港部署を発令して苅田港域に入った。 

ａ受審人は、１５時０３分減速を開始し、１５時０４分少し過ぎ苅

田港南防波堤灯台（以下「南防波堤灯台」という。）から０１６度

（真方位、以下同じ。）１,２７０メートルの地点で苅田港東防波堤

灯台（以下「東防波堤灯台」という。）を通過し、船首が２４８度を

向き、８.６ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵に

よって同港内を西行した。 
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ａ受審人は、１５時１１分僅か過ぎ南防波堤灯台から３０７度  

５２０メートルの地点に至り、船首が１７７度を向き、３.５ノット

の速力で福岡県神ノ島西方沖合を南下し、減速を続けながら着桟桟橋

に向かった。 

ａ受審人は、１５時１４分半僅か過ぎ南防波堤灯台から２７０度 

３９０メートルの地点に至ったとき、着桟桟橋まで３８０メートルと

なり、東方からの強風を受けると、風下の着桟桟橋に向けて圧流され

るおそれがあったが、東風が風速毎秒１５メートルには至ることなく

著しく圧流されることはないものと思い、着桟桟橋までの距離を風上

に十分に確保したうえで接近するなど、風圧流に対する措置を十分に

とらなかった。 

ａ受審人は、１５時１７分半僅か過ぎ南防波堤灯台から２４４度 

４４０メートルの地点で、船首が１６２度を向き、１.５ノットの速

力で、右舷ウイングで着桟操船を行い着桟桟橋に接近中、風速毎秒約

１７メートルの東風を受けて風下に落とされるのを認め、セメント工

場専用桟橋に向けて圧流され、バウスラスター及びベクツインラダー

を用いて左一杯とし、左舷錨を投下したものの、及ばず、１５時２２

分半僅か過ぎ南防波堤灯台から２４５度５３０メートルの地点におい

て、Ａは、船首が１５１度を向き、０.４ノットの速力となったとき、

その右舷船尾部が同桟橋に衝突した。 

当時、天候は雨で風力７の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、

福岡県苅田町には強風注意報が発表されていた。 

衝突の結果、右舷船尾部外板に擦過傷を生じ、セメント工場専用桟

橋は、コンクリート部材に割損等を生じたが後に修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 
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本件桟橋衝突は、苅田港において、苅田町に強風注意報が発表された

状況下、着桟桟橋に接近する際、風圧流に対する措置が不十分で、セメ

ント工場専用桟橋に向けて圧流されたことによって発生したものである。 

ａ受審人は、苅田港において、苅田町に強風注意報が発表された状況

下、着桟桟橋に接近する場合、圧流されるおそれがあったのだから、着

桟桟橋までの距離を風上に十分に確保したうえで接近するなど、風圧流

に対する措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、ａ受審人

は、東風が風速毎秒１５メートルには至ることなく著しく圧流されるこ

とはないものと思い、風圧流に対する措置を十分にとらなかった職務上

の過失により、セメント工場専用桟橋に向けて圧流されて同桟橋への衝

突を招き、船体、セメント工場専用桟橋に損傷をそれぞれ生じさせるに

至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和６年３月１２日 

     門司地方海難審判所 

          審 判 官  山  岸  雅  仁 

 

 


